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宇美町スポーツ少年団の単位団に交付する  

補助金の運営について  

 

 

  宇美町から各単位団に交付してあった補助金の概念を払拭し、スポーツ少年団と

しての補助金であることの意識付けを図る。  

 

  補助金は、基礎額（一般運営補助金）報奨額（指導者手当）加重額（団員数及び

有資格指導者数）に分類する。  

 

基 礎 額（一般運営補助金）      ３０，０００円  

 

報 奨 額（指導者手当）        ２０，０００円  

 

加 重 額  

①  団員１名に対して            ８００円  

    ②認定員以上の有資格指導者（前年度に認定員養成講習会を受講した者を含  

む）１名に対して            ２，５００円  

                         

 

  新規加入団体については、活動状況を把握の上、役員会で決定する。  

 

 

 

附則１（平成１４年１０月２５日理事会承認）  

          ２（平成１７年５月２６日より施行する）  

          ３（平成１８年５月２５日より施行する）  

          ４（平成１９年４月２６日より施行する）  

          ５（平成２０年４月２４日より施行する）  

          ６（平成２１年４月２３日より施行する）  

          ７（平成２５年４月２３日より施行する）  

          ８（平成２７年４月２１日より施行する）  


